
＼ Contact ／

06-6865-3020
大阪府豊中市寺内2-4-1 緑地駅ビル6階

家族信託は、大切なあなたの財産と家族の未来を、あなた自身がデザインし承継できるようにする仕組みで
す。認知症対策、円滑な事業承継や資産承継、資産の有効活用など、幅広いニーズに対応できます。
家族信託は、ご家族間の信頼関係の上に成り立つ、思いやりに根差した制度です。将来にわたりご家族の豊
かな未来をつむぐために、私たち専門家が公正証書の作成のお手伝いをさせていただきます。
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